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１　集中改革プラン策定の趣旨等
(1) 背景

(2) 集中改革プランの位置付け

(3) 集中改革プランの期間

平成１７年度から平成２１年度まで
この集中改革プランは、平成１７年度を起点とし、平成２１年度までの行政改革について、具体的な取組をわかりやすく明示するものです。

(4) 公表

集中改革プランは、このホームページ以外にも次の方法で公表しています。

・　広報誌に掲載します。

・　総務課窓口で閲覧ができます。

　村の面積の９５％を山林が占める本村は、自治公民館活動を主体とした人づくりと林業による村づくりを
進めてきました。しかし、少子高齢化や過疎化により人口の減少と高齢化が進む中で経済は一向に好転せず
村の財政も年ごとに硬直化しつつあります。歳入の半分を占める地方交付税は、国の三位一体の改革により
減少し、加えて過去の事業で行った村債の償還がピークにあることから、ここ数年で財政事情が悪化し経常
収支比率が９０％を超える状態となっています。組織の再編と人材の有効活用による行財政改革なしには、
この状況を脱することは難しく、退職者の不補充による人件費の削減や経常経費の削減等により歳出経費の
削減を図ります。

　地方自治体の広域合併や地方分権の高まりの中で財政基盤の強化・確立は自立の道を選択した本村にとっ
て最も重要な課題となっています。平成１１年２月に「諸塚村行政改革大綱」を策定し行政改革推進本部を
中心に行政改革に取り組み一定の効果を得ることができました。今回策定する「集中改革プラン」は、行政
改革大綱の中の最も重要な部分である財政、職員の定員管理、事務事業の改革等を集中的に行う計画と位置
付け取り組んでいきます。



(5) 住民の意見等を反映させる方法

集中改革プランの策定にあたっては、これまで以下のような取組を行い、住民の皆さんの意見等を反映させています。

(6) 問い合わせ先

このプランについての、ご意見、ご質問等は総務課でお受けします。

①　集中改革プラン全体

②　事務事業の改革全体

③　民間委託等の推進全体

④　定員管理の適正化

⑤　給与の適正化

⑥　定員管理・給与の公表

⑦　経費節減等の財政効果

　定期的に行われている「公民館長会」や「地区座談会」などで村政への要望として提出されたものの中でこのプラ
ンで取り組みができるものについては計画し実行します。

総務課
ＴＥＬ０９８２－６５－１１１１
ＴＥＬ０９８２－６５－１１１２



２　集中改革プランの内容
(1) 事務事業の改革

①　事務事業の再編・整理、廃止・統合
ア　基本的な考え方

イ  手続及び体制　

ⅰ　見直しの手続き

ⅱ　見直しの体制

　現在、事務事業の評価については、各課で論議検討の後、次の構成員による事務事業評価委員会に諮って決定しています。

事務事業評価委員会（委員長：村長）
構成員：三役、教育長、関係課長

　限られた財源の中、時代の変化に伴う住民ニーズに的確に対応していくために、現行の事務事業について、公と民の役割分担のあり方、受益と負担の公平確保、費用対
効果、効率性の観点など、幅広い観点から精査し、選択と重点化を図るとともに、既に初期の役割を終えていると考えられるものは廃止・縮小し、類似する事業は統合を図る
等見直しを行い、事務事業の整理合理化を進めます。

　現在、次のサイクルで事務事業の見直しを行っています。

　総合長期計画に示された施策を具体化するため、事業内容を表した「実施計画」を３年で見直しており、これに基づき予算編成・執行が行われています。また、事務事
業の実施結果を踏まえ、「事務事業評価」を行い、実施計画の作成に反映しています。
評価にあたっては、次の五つの観点から事業内容を精査し、事業の廃止、縮小、統合などの見直しを図っています。
①　事業の意図
②　現在までの変化はあるか。
③　対象者の意見はどうか。
④　行政が関与することの妥当性はどうか。
⑤　成果向上の余地はあるか。

事務事業評価 実施計画（総合長期計画に対応） 予算編成・執行



ウ　行政評価を活用する仕組の導入の有無、その概要

エ　外部の意見を取り入れる仕組の導入の有無、その概要

オ　実施内容

（再編・整理する事務事業の考え方）
　・　事務事業を実施する際の手続きやプロセスを省略したり、やり方を変えることによりコストや時間を削減できる業務等。

（廃止する事務事業の考え方）
　・　社会情勢の変化により、必要性が低下しているもの。
　・　事務事業に対するニーズが低下しているもの。

ⅰ　負担金及び補助金等

【再編・整理】　　〔平成１７年度～平成２１年度　効果見込額　３４，０００，０００円〕

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 各種負担金 全庁 関係機関と協議の上、負担金の見直しを図る。
効果見込額（５年間）
　　　　約　　1,000,000　円

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

2 奨励的補助金等 全庁
補助目的効果について検討を加え補助金の整理合理化を図
る。

効果見込額（５年間）
　　　　約　　33,000,000　円

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

　現在、外部の意見を取り入れる仕組は導入していません。
外部の意見を取り入れた評価制度については、平成１８年度から検討を行い、平成２０年度までには実施する予定としています。

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

　現在、行政評価制度は導入していません。施策評価を含めた行政評価制度を平成２０年度までに確立するため、平成１８年度から段階的に取組を行います。



【廃止】　　〔平成１７年度～平成２１年度　効果見込額７，０００，０００円〕

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 地域づくり支援事業 企画課
自治公民館内の地域振興のため１公民館当たり３０万円の補助を
行っていたが、一定の効果を達成したため平成１８年度より廃止す
る。

効果見込額（５年間）
　　　　約１，２００，０００円

実
施

廃
止

2 たばこ税増収啓発事業 総務課
たばこの村内販売によりたばこ税の増収啓発を目的に４万円の補
助を行っていたが、一定の効果を達成したので平成１８年度より廃
止する。

効果見込額（５年間）
　　　　約１６０，０００円

実
施

廃
止

3
村民生委員OB会補助
事業

住民福祉課
民生委員児童委員のOB会へ５万円の補助を行っていたが、会の
活動も限られているところから､平成１８年度より補助を廃止する。

効果見込額（５年間）
　　　　約２００，０００円

実
施

廃
止

4 村青年リーダー研修会 教育委員会
青年団のリーダー養成のため４５千円の補助を行っていたが、団員
の減少により事業が継続できないため廃止する。

効果見込額（５年間）
　　　　約２００，０００円

実
施

廃
止

5 森の国の夕日コンサート 教育委員会
青年団の自主的活動として９０万円補助を行っていたが、団員の減
少により事業の継続が見込めないため廃止する。

効果見込額（５年間）
　　　　約４，２４０，０００円

検
討

廃
止

6 県美術協会諸塚展 教育委員会
県美展の作品を諸塚で開催するため２５万円の補助を行っていた
が､所期の目的を達成したため１８年度から廃止する。

効果見込額（５年間）
　　　　約１，０００，０００円

実
施

廃
止

ⅱ　その他の事務事業

【再編・整理】　　〔平成１７年度～平成２１年度　効果見込額５１，０００，０００円〕

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 村例規集の電子化 総務課
条例改正の内容が例規集になかなか反映されず加除料も高
いので電子化することによりコストの削減を図る。

効果見込額（５年間）
　　　　約１，０００，０００円

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

2
合併処理浄化槽普及事
業

住民福祉課
環境整備のため普及を図ってきたが、普及率が７０％を超え
目標値をほぼ達成したので事業を縮小する。

効果見込額（５年間）
　　　　約５０，０００，０００円

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

【廃止】　　〔平成１７年度～平成２１年度　効果見込額　４，０００，０００　円〕

１７ １８ １９ ２０ ２１

1
村有マイクロバス運行事
業

総務課
村内各種団体の視察等のために村有のマイクロバス（２８人乗り）を
運行していたが、平成１８年度より民間に委託して管理運営費の節
約を図る。

効果見込額（５年間）
　　　　約　４，０００，０００円

実
施

廃
止

2

効果見込
年度目標

取組業務名

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容

所管課 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標



②　電子自治体の推進等

　セキュリティを十分確保しつつ、各種システムの利活用に取り組むとともに、事務処理の電算化、電算システムの改善に努め、事務の効率化及び経費の削減を図る。

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 村例規集の電子化 総務課
例規集を電子化すると共に、改正内容が施行日から反映で
きるシステムとする。インタネットでも閲覧できるようにする。

紙資源の節約、改正内容の
迅速化、条例の公開

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

2
電子申請システムの構
築

総務課・企画課
現在、申請の電子化に向けた検討を行っているが、ブロード
バンド事業の整備に合わせて電子化を進めていく。

住民サービスの向上が図れ
る。

検
討

検
討

検
討

一
部
実
施

一
部
実
施

3
地籍ＧＩＳ（地理情報シス
テム）の有効活用

総務課
地籍データを基に作成されたＧＩＳに各課で入力可能なデー
タを入力し地図データの有効活用を図る。

あらゆる分野での有効活用が
期待できる。（例）　普通建設
事業、災害時の地図データ活
用、福祉マップ等

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

③　公有財産の有効活用

　公有財産の有効活用を検討するとともに、活用が見込めないものについては売却を検討する。

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 未利用財産の売却 総務課
現在、個人等に貸し付けている土地について、売却の交渉
を進める。その他の遊休地については、売却、有効活用を
図っていく。

普通財産の有効活用が図れ
る。

検
討

検
討

一
部
実
施

一
部
実
施

一
部
実
施

2

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容

効果見込
年度目標

効果見込
年度目標

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容



④　受益者負担（使用料・手数料等）の見直し

　受益者負担を見直し、村民間の受益と負担の公平性の確保を図る。

（受益者負担の見直しをする事業）

・　サービスの提供の経費が他自治体との均衡を欠いているもの又は国の基準の見直しが行われたもの
・　村民の間で受益と負担の公平性を図る必要のあるもの

１７ １８ １９ ２０ ２１

1
普通建設事業等で受益
者負担のかかる事業

全庁
現在、事業ごとに算定される受益者負担金の見直しを行い
公平性を図る。

効果見込額（５年間）
　　　　約2，０００，０００円

検
討

一
部
実
施

実
施

継
続

継
続

⑤　財源の確保（税関係）

自主税源の確保を図るとともに、納税の公平性と税収確保のため徴収対策の推進強化を図る。

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 税の徴収対策 総務課
昭和２６年より続けている５０数年の村税完納を今後も継続す
るために、行政サービスの向上と納めやすい納税制度の研
究を続ける。

村税完納の継続
実
施

継
続

継
続

継
続

継
続

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容

取組業務名 所管課 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

効果見込
年度目標



(2) 民間委託等の推進

①　公の施設についての取組目標

ア　基本的な考え方

　本村の公の施設の本来の設置目的を効果的、安定的に達成し、多様化する住民ニーズに対応するため、すべての施設の管理体制の見直しを行いま
す。その中で地域住民の活力を利用して管理するもの、民間委託や指定管理者制度を活用するものなどを検討し、公の施設における住民サービスの
向上を図り、経費の節減にも努めます。

イ　平成１７年度から平成２１年度までの５年間の取組目標（概要）

ⅰ　レクリエーション・スポーツ施設

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 0
管理委託 7 －
業務委託実施済 1 8
全部直営 0 0
廃止 － 0
民間譲渡 － 0

計 8 8

ⅱ　産業振興施設　

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 1
管理委託 1 －
業務委託実施済 4 3
全部直営 0 0
廃止 － 1
民間譲渡 － 0

計 5 5



ⅲ　基盤施設

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 0
管理委託 0 －
業務委託実施済 5 5
全部直営 0 0
廃止 － 0
民間譲渡 － 0

計 5 5

ⅳ　文教施設　

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 0
管理委託 1 －
業務委託実施済 0 2
全部直営 1 0
廃止 － 0
民間譲渡 － 0

計 2 2

ⅴ　医療・社会福祉施設

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 2
管理委託 2 －
業務委託実施済 0 0
全部直営 2 2
廃止 － 0
民間譲渡 － 0

計 4 4

ⅵ　合計

管理区分 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
指定管理者制度導入済 0 3
管理委託 11 －
業務委託実施済 10 18
全部直営 3 2
廃止 － 1
民間譲渡 － 0

計 24 24



ウ　平成１７年度から平成２１年度までの５年間の取組目標（詳細）

以下の施設について、管理の見直しを行います。

ⅰ　レクリエーション・スポーツ施設　　

施設名等 所管課
平 成 16 年 度
末 の 状 況

今後の取組 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1

2

ⅱ　産業振興施設　　

施設名等 所管課
平 成 16 年 度
末 の 状 況

取組後 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 諸塚村しいたけの館 企画課 管理委託
指 定管 理者
制 度の 導入

しいたけの館の管理運営について、
平成18年度を目途に、指定管理者制度
の導入を図る。

サービスの向上と
効 率 的 な 運 営 に よ
り、現在支払ってい
る委託料の削減を図
る

検
討

準
備
・
実
施

継
続

継
続

継
続

2



ⅲ　基盤施設　　

施設名等 所管課
平 成 16 年 度
末 の 状 況

取組後 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1

2

ⅳ　文教施設　　

施設名等 所管課
平 成 16 年 度
末 の 状 況

取組後 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1

2

ⅴ　医療・社会福祉施設　　

施設名等 所管課
平 成 16 年 度
末 の 状 況

取組後 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1
諸塚村老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰ

住民福祉課 管理委託
指 定管 理者
制 度の 導入

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰの管理運営について、
平成18年度を目途に、指定管理者制度
の導入を図る。

現在社会福祉協議
会に管理委託をして
いるが、より一層の
サービスの向上を図
る。

検
討

準
備
・
実
施

継
続

継
続

継
続

2
特別養護老人ﾎｰﾑせせ
らぎの里

〃 〃 〃
せせらぎの里の管理運営について、

平成18年度を目途に、指定管理者制度
の導入を図る。

現在社会福祉協議
会に管理委託をして
いるが、より一層の
サービスの向上を図
る。

検
討

準
備
・
実
施

継
続

継
続

継
続



②　公の施設以外についての取組目標

ア　基本的な考え方

　公の施設以外の施設については、その設置目的、必要性、管理運営の体制等から見直しを行い、効率的な運営と経費の節減に努めます。

イ　平成１７年度から平成２１年度までの５年間の取組目標（概要）

管理業務 平成16年度末時点 平成21年度末時点（予定）
全部委託実施済 7 7
一部委託実施済 14 14
全部直営 9 8
廃止 － 1
民間譲渡 － 0

計 30 30



ウ　平成１７年度から平成２１年度までの５年間の取組目標（詳細）

以下の施設について、管理の見直しを行います。

施設名等 所管課
平成16年度
末の状況

今後の取組 取　　組　　内　　容 効果見込
年度目標

１７ １８ １９ ２０ ２１

1 母子健康センター 住民福祉課 全部直営 廃止

現在、設置当初の目的を達成する施
設ではなくなっているため、公共施設
としての役割を廃止し、地域集会所等
へ用途変更を検討する。

地域管理とするこ
とにより光熱水費、
修繕料等の維持管理
費が削減できる。

検
討

検
討

検
討

実
施

継
続

2



③　その他の事務についての取組目標

ア　基本的な考え方

イ　平成１７年度から平成２１年度までの５年間の取組目標（概要）

全部
委託

一部
委託

全部
直営

全部
委託

一部
委託

全部
直営

１７ １８ １９ ２０ ２１

①　本庁舎清掃 ○ ○

年１回の床面のワックス塗布、高
所の窓ガラスの清掃以外は、職員で
毎日清掃を行っているため、今後も
この体制とし、特殊な清掃のみを一
部委託とする。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

②　本庁舎夜間警備 ○ ○

現在、民間業者へ全部委託をして
おり、当面はこの体制とする。（職
員の理解、協力があれば当直の方が
経費安となることも考えられる）

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

③　案内・受付 ○ ○

他事務をしながらの対応であり、
この事務のみを民間等に委託するの
はコスト高となるため、今後も直営
体制とする。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

④　電話交換 ○ ○ 同上 －
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

管理区分

平成21年度末時点
（予定）

公共施設の民間委託を除く事務については、今後さらに全庁的に合理化、効率化を推進し、住民サービスの向上、経費の節減に努めます。また、各事務事業
について、民間委託をした場合と、現在の事務量の中で職員が対応した場合とを比較検討し、事務の効率化、経費節減を図っていきます。

取組内容 効果見込
年度目標平成16年度末時点



全部
委託

一部
委託

全部
直営

全部
委託

一部
委託

全部
直営

１７ １８ １９ ２０ ２１

管理区分

平成21年度末時点
（予定）

取組内容 効果見込
年度目標平成16年度末時点

⑤　公用車運転 ○ ○

村長公用車については委託済みで
あり、村有マイクロバス運行につい
ても平成１８年度より廃止し、全て
の運行を民間業社に委託する。

人件費の削減・車輌
の維持管理費用等の
削減

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

⑥　し尿処理 ○ ○
近隣町村で構成する組合で処理し

ており、施設管理は民間業者が行っ
ている。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑦　一般ごみ収集 ○ ○ 　全て民間業者に委託している。 －
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑧　学校給食（調理） ○ ○
平成２１年度を目途に全部委託と

する。
人件費の削減

検
討

検
討

検
討

検
討

実
施

⑨　学校給食（運搬） ○ ○ 　現行どおり全部委託とする。 －
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑩　学校用務員事務 該当無し

⑪　水道メータ検診 ○ ○
全ての給水区域内について委託し

ている
－

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑫　道路維持補修・清掃等 ○ ○
現在直営と一部委託により管理を

行っているが、平成２０年度を目途
に全部委託とする。

人件費の削減・車輌
等の維持管理費の削
減

検
討

検
討

検
討

実
施

継
続

⑬　ホームヘルパー派遣 ○ ○
　全部委託しており、今後もこの体
制とする。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑭　在宅配食サービス ○ ○
　全部委託しており、今後もこの体
制とする。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続



全部
委託

一部
委託

全部
直営

全部
委託

一部
委託

全部
直営

１７ １８ １９ ２０ ２１

管理区分

平成21年度末時点
（予定）

取組内容 効果見込
年度目標平成16年度末時点

⑮　情報処理・
     庁内情報システム維持

○ ○
システムの導入により一部民間委

託をしている。今後もこの体制とす
る。

－
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

⑯　ホームページ作成・運営 ○ ○
平成２１年度を目途に内容の充実

を図ることも含め、一部委託とす
る。

情報提供の充実
検
討

検
討

検
討

検
討

実
施

⑰　調査・集計 ○ ○
平成２１年度を目途に庁内全課の

調査・集計業務を対象に一部委託を
行う。

事務量の軽減による
職員削減

検
討

検
討

検
討

検
討

実
施

⑱　総務関係事務
　　　（給与、旅費、福利厚生等）

○ ○
平成２１年度を目途にシステムの

導入による一部委託を行う。
事務量の軽減による
職員削減

検
討

検
討

検
討

検
討

実
施



(3) 定員管理の適正化

①　基本的な考え方

ア　数値目標の基本的考え方

  地方分権と市町村間の合併が進む中で、村土の９７％が森林である本村においては、近隣町村との合併では有効な行政効果が得られないことから自立の道を選択
しました。人口の減少と高齢化が進む中で、新たな行政課題や社会情勢の変化に弾力的かつ的確に対応するため、第３次諸塚村定員適正化計画を策定し、計画的
な定員管理に取り組みます。第２次定員適正化計画では一般行政職員を５年間で２名減ずる計画を立てましたが、組織機構の再編や事務事業の民間委託などにより
計画を大幅に上回る７名の職員を減ずることができました。これからもより以上の効果を得るためにさらなる組織機構の見直しを行うことにより、時勢の変化にも対応が
可能な計画とします。

イ　数値目標の設定の仕方

　平成１７年度から２１年度までの期間中の定員については、職員の年齢構成上、団塊の世代を中心とした多くの職員が計画期間内に退職を迎えるため、職員年齢構
成の平準化を図ることを目標とし、全職種で４人（△４．９％）を減員する計画とします。
職種毎の計画では、一般行政部門は、社会情勢の変化に対応しつつ、事務事業の抜本的見直しや民間委託などにより、全体で４．３％減員する計画とします。
特別行政部門（教育委員会）については、事務事業の民間委託などにより７．１％減員する計画とします。
公営企業部門については、特に病院事業が改築を含む抜本的な見直しの段階に来ていることから退職者の不補充等により定員の５％の抑制を図る計画としました。
　技能労務職については、民間委託等を視野に入れながら退職不補充とします。



②　取組目標

区　分

H17.4.1～H22.4.1の数値目標 H11.4.1～H16.4.1の取組状況
H11.4.1～
H22.4.1

定員適正化計画

H17.4.1
現在

H18.4.1
現在

H19.4.1
現在

H20.4.1
現在

H21.4.1
現在

H22.4.1
現在

対H17
純減率

H17.4.1～
H22.4.1
退職者・
採用者数
見込合計

H11.4.1
職員数

H16.4.1
職員数

対H11
純減率

対H11
純減率

有の場合は期間
無の場合は今後

の予定

ア イ （イ－ア）／ア ウ エ （エ－ウ）／ウ （イ－ウ）／ウ

一般行政 46 46 46 44 44 44 -4.3 56 48 -14.3 -21.4

Ｈ１７.４.１から
Ｈ２２．３．３１

特別行政 14 13 13 13 13 13 -7.1 14 15 7.1 -7.1

公
営
企
業

公営企業計 20 20 20 20 19 19 -5 21 23 9.5 -9.5

職員数計 82 81 81 79 78 78 -4.9 91 86 -5.5 -14.3

年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 計

退職者見込 1 3 2 - 6

採用者見込 1 1 2

※　採用者見込については、平成１７年４月１日付採用者は除いています。また、平成２２年度採用者見込については、平成２２年４月１日付採用者のみ計上していま
す。



③　定員適正化計画の見直し状況

ア　見直しの経緯

  これまで、第１次定員適正化計画（平成１２年度～平成１６年度）に沿って、国の定員モデルや類似団体職員状況との比較による分析等を参考に適正な定員規模、
適切な職員配置に努めてきたところです。当該計画期間が、平成１６年度で満了となることから、新たな行政課題や社会情勢の変化に弾力的かつ的確に対応するた
め、平成１７年度に見直しを行ったところです。新たな計画期間は、平成１７年度から平成２１年度までとなっており、計画期間内に全体で４人（４．９％）減員することとし
ています。

イ　見直しの内容

　本村における適正な職員数については、単に他と比較した職員数の多寡のみではなく、これまで築いてきた公共サービスを今後どのような形で提供していくかを検
討する必要があります。また、少子高齢化の進展など、新たな課題への対応や計画期間内に団塊世代の職員が退職を迎えようとしていることも踏まえ、今回の計画に
ついては、将来の職員年齢構成の平準化を目標とするとともに、全庁的な目標設定による取組み、組織の統廃合、事務の民間委託、事務の広域化、事務事業の見直
し及び事務のＯＡ化等の積極的な取組みを前提とした内容へ見直しを行っています。
さらに、近年の地方自治体を取り巻く環境の変化に対処するため、採用についても公務に有用な人材の弾力的な採用など、新しい人材と経験豊富な人材を活用した
戦略的な人事政策を展開することが求められています。このため、このような取組を推進しつつ、総定員を最小限に抑えられるよう見直しを行い、部門毎の定員をより適
切に配置しています。



(4) 給与の適正化

①　基本的な考え方

②　取組目標

現状 内　　　　　　容 １７ １８ １９ ２０ ２１

①給料表の移行 国準拠 国に準拠し、旧給料表を使用
平成18年4月　国が移行するのにあわせて、国
に準拠した新給料表に改正

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

②給料表の継ぎ足し状況 国準拠 国に準拠し、継ぎ足しなし 給料表の継ぎ足しは行わない
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

③昇給時期 国準拠
国に準拠し、年４回（４月１日、７月１日、１
０月１日、１月１日）設定

国に準拠し、平成18年4月から１月１日のみとす
る

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

④昇給抑制の取扱い 国準拠 抑制措置なし
地域手当非該当地域なので昇給の抑制は行わ
ない。

検
討

継
続

継
続

継
続

継
続

⑤査定昇給の導入状況
一部
実施

勤務評定により一部で査定昇給を行っ
た。

平成18年度から試行を行い、分析・検討し、平
成20年度から実施する予定

検
討

試
行

試
行

実
施

継
続

2 国準拠
平成１７年4月　国に準拠し、５５歳から昇
給を停止するよう改正

成18年4月　国に準拠し、55歳から昇給を抑制
するよう改正

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

　職員の給与については、これまでも期末手当の職務の等級による加算措置の率の引き下げ、管理職手当の率の引き下げ、退職時特別昇給の廃止などにより給与の適正
化に努めるとともに、総人件費の抑制を図ってきたところです。さらに、社会経済情勢や民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮するために、基本的に国家公務員に
準拠し、例年、人事院勧告に従った対応に努めているところですが、職員の給与については、住民の理解と支持が得られる給与制度・運用・水準の適正化が求められてい
ることから、国における給与制度改革を見据え、新たな給与制度を構築していきます。

年度目標これまでの状況
今後の取組方針項　　　　目

1

新
し
い
給
与
制
度
へ
の
対
応

高齢層職員の昇給のあり方



現状 内　　　　　　容 １７ １８ １９ ２０ ２１
年度目標これまでの状況

今後の取組方針項　　　　目

3 国準拠 国に準拠して運用 － － － － － －

4 － 制度・運用なし － － － － － －

5 国準拠
国に準拠して運用
（支給率も国に準拠）

成18年4月　国が移行するのにあわせて、国に
準拠した退職手当制度に改正予定

検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

6
独自の
手当有

国にない手当あり
救急業務手当、医療職手当

医療職手当については、医師不足の解消が図
られないので見直せない。救急業務手当は、消
防非常備地域であり本来の業務を離れた非常
に危険な業務であり見直せない。

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

7
国に
準拠

国に準拠 国に準拠
検
討

実
施

継
続

継
続

継
続

8 －
国に準拠し、旧技能労務職給料表を使
用

国の技能労務職給料表を使用
継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

9 国準拠
国に準拠し、旧技能労務職給料表を使
用

国に準拠
実
施

継
続

継
続

継
続

継
続

10

昇給運用の見直し

級別職務分類表に適合しない級への
格付等の見直し

新しい退職手当制度への対応
（退職手当の支給率の見直しを含む。）

特殊勤務手当の見直し

その他の手当の見直し

技能労務職の給与制度（国及び民間
の同種職種との比較の実施）

技能労務職の給料表

その他



(5) 定員管理・給与の公表

ア　平成１７年度の公表状況

ホームペー
ジへの掲載

国の様式への準拠状況
広報誌 新聞 公報 その他

準拠 一部準拠 非準拠

定員管理 ○ ○ ○

給与情報 ○ ○ ○

ホームページアドレス

定員管理　 http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/14gyousei/kyuyokanri1803.pdf
給与情報 http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/14gyousei/kyuyokanri1803.pdf

イ　今後の計画等

http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/14gyousei/kyuyokanri1803.pdf
http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/14gyousei/kyuyokanri1803.pdf
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